
附　属　資　料

　　①　伊藤短期調査員報告書

　　②　中村短期調査員報告書

　　③　Health Workforce Development Plan （1996 － 2005）

　　④　National Policies and Strategies for Human Resources for Health（1999 － 2003）





─ 39 ─

①　伊藤短期調査員報告書

1．短期調査員の派遣

1 － 1　調査の背景と目的

カンボディア王国（以下、カンボディア）は、長きにわたる内戦およびそれに伴う経済の停滞

により、人々の健康状態が芳しくなく、特に妊産婦死亡率・乳児死亡率が高い。母子保健状況

改善のため、カンボディア政府は国家母子保健計画を策定し、同計画強化のため、実施機関で

ある国立母子保健センターの機能強化を中心とするプロジェクト方式技術協力と、同センター

の新築にかかる無償資金協力をわが国に要請した。右要請を受け、「母子保健プロジェクト」を

1995 年 4 月 1 日から 5 年間の予定で開始した。あわせて、無償資金協力により新母子保健セン

ターが 1997 年 3 月に完成し、同年 4 月から新センターでの業務を行っている。

1999 年 8 月に派遣された終了時評価調査団によれば、母子保健プロジェクトは当初の期待以

上の成果をあげており、特に診療費徴収制度（user fee system）の導入や看護部の設立など新

しい取り組みも行い、おおむねプロジェクト目標は達成可能とされた。しかし、課題として取

り組むべき点も同時に指摘された。カンボディア政府は、国立母子保健センターのさらなる強

化と、地方リフェラル病院の母子保健体制の強化を主眼とした第 2 期プロジェクト（フェーズ 2）

を要請してきた。

右要請を受けて 1 月に派遣される実施協議調査団に先立ち、プロジェクトサイクルマネージ

メント（PCM）ワークショップの開催による協力内容の素案づくりとフェーズ 2 協力にあたって

の確認事項を調査するため、今般短期調査員を派遣することとした。

1 － 2　調査員の構成

（1）伊藤　賢一（協力計画）　国際協力事業団医療協力部医療協力第一課職員

（2）中村　千亜紀（参加型計画手法）　グローバルリンクマネージメント株式会社研究員
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Mr. Chea Kimlong Ministry of Health

Dr. Chun Long National Program, NMCHC

Dr. Or Sivarin TOT, NMCHC

Ms. Chum Nay Im Chief of Pharmacy, NMCHC

Dr. Ouk Sakhan Chief of Maternity, Municipality Hospital

Ms. Kim Bopha Midwife, Municipality Hospital

Dr. Ouk Unbuny Doctor, Prey Veng Provincial Hospital

（2）日本側関係者

在カンボディア日本国大使館 明瀬　一行 二等書記官

JICA カンボディア事務所 松田　教男 所長

寺本　匡俊 次長

齋藤　克義 所員

母子保健プロジェクト 明石　秀親 チーフアドバイザー

鈴木　ケイ 調整員

藤田　則子 専門家（産婦人科）

清水　正一 専門家（機材維持管理）

森兼　真理 専門家（母性看護）

2．プロジェクト実施計画概要

本プロジェクトの目的は、フェーズ 1 で達成された点および課題とされた点を踏まえつつ、引

き続き図られる国立母子保健センターの強化をもとに、その成果を研修・監督を通じ地方リフェ

ラル病院へ広げ、あわせて関連病院（プノンペン地域の公立医療機関含む）との連携を行うことに

より、国全体の母子保健サービスの改善を主眼とするものである。

本プロジェクトでの活動内容は、おおむね以下のとおりである。フェーズ 2 における新機軸と

しては、研修や監督を通じた地方への展開を行う。また、国立母子保健センターは母子保健分野

の国のトップリフェラル病院としての機能と、プノンペン地域のリフェラル病院的役割も現実的

にあるので、地域医療的な取り組みを徐々に行っていくことが重要である。したがって、周辺機

関との定期協議や症例検討会を通じた連携も視野に入れる必要があり、先方からも右趣旨につい

て同様の発言があった。

（1）国立母子保健センターそのものの継続的な強化。すなわち、財務・人事管理を中心とした病

院管理、機材維持管理、薬剤・物品管理等の病院運営管理能力および研修機能向上のための活

動と、新たな臨床検査の導入や院内教育等の臨床機能強化のための活動を通じて、国立母子保
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健センターが母子保健分野における国のトップリフェラル病院として、また同分野の研修施設

として機能し得る体制を構築する。

（2）母子保健分野における地方リフェラル病院やヘルスセンター※1 の強化。フィールドにいる

医師・助産婦に対する母子保健関連の研修の実施と、健康教育のための教材開発、フィールド

スタッフを通じた住民に対する母子保健教育などを実施する。

（3）国立母子保健センターと公立病院との母子保健分野における連携の強化。監督活動の適切

な実施と、監督者に対する研修を行うほか、地域医療への取り組みの一環としての定期協議・

症例検討会の実施、医療機器の維持・修理に関する他病院との協力等を通じて、連携の強化を

図る。

3. 相手国機関のプロジェクト実施体制

3 － 1　実施機関の組織および実施体制

フェーズ 1 のときと同様、国立母子保健センターが実施機関となる予定である。実施責任に

ついても、引き続き保健省総局長（Director General）が全体責任を負うプロジェクト・ディレ

クターに、国立母子保健センター所長が実務責任を負うプロジェクト・マネージャーとなるこ

とが確認された。

実施機関となる国立母子保健センターは、保健省の組織図上は保健省総局長の直轄の下にあ

り、母子保健の国立トップ機関としての役割と母子保健行政の中枢としての役割を担う。この

ほか、プノンペン地域の母子保健分野でのトップリフェラル病院として実質的に機能している

旨先方から発言があった。（保健省および国立母子保健センターの組織図は別添のとおり）

フェーズ 2 では引き続き国立母子保健センターを中心に活動をしつつも、地方への展開によ

り母子保健分野の人材育成を進めていくため、合同調整委員会に病院部門および人材育成部門

を担当する保健省の局を入れることが先方から提案された。その他、保健省予防医学部門を入

れることも提案があった。これに関連して、国立母子保健センターの組織内にある National

Program もフェーズ 2 で取り上げてほしい旨先方から要望があり、聞きおくにとどめたが、

National Program には拡大予防接種計画（Expanded Program on Immunization；EPI）などの

セクションがありプロジェクトの範囲が膨大になること、またすでに他ドナーが入っているこ

とから、フェーズ 2 でNational Program まで含めて活動を行うことは困難であると考えられる。

※ 1　カンボディアにおいては、現在保健医療システム改編が進行中であり、右計画によれば、現存の Province よりも小さ
い単位である Distr ic t を統合し、両者の中間的な位置づけとして Operat ional  Dis t r ic t を保健分野で設定している。
Operational District における中核病院を Referral Hospital と呼んでいる。

　　　　　　　　　　　　　　　＜以前の保健医療システム＞　　　　＜改編後の保健医療システム＞
国レベル 国立病院（National Hospital） 国立病院（National Hospital）
州レベル 州病院（Provincial Hospital）
オペレーショナル・ディストリクト リフェラル病院（Referral Hospital）
郡レベル 郡病院（District Hospital）
それ以下のレベル ヘルスセンター（Health Center） ヘルスセンター（Health Center）











─ 47 ─

3 － 2　プロジェクトの組織および関係機関との組織関連

 本プロジェクトの関係機関を図示すると以下のとおりである。

3 － 3　プロジェクトの予算措置

すでにフェーズ 1 での実績もあることから、プロジェクト実施にあたって相手国負担となっ

ている予算措置についてはおおむね理解が得られているが、現実的に支出できていないところ

を含めて協議を行った。フェーズ 1 では、パリ和平協定以降、初のプロジェクト方式技術協力

でもあり、カンボディアが紛争から復興する初期段階にあってきわめて財政負担能力に乏しい

状況（DAC 開発分類で LLDC に分類されている）を踏まえて、ローカルコスト負担について相

当の配慮を行った経緯がある。現在もカンボディアは紛争から立ち直ったとは言いがたく、プ

ロジェクト期間中も 1997 年に武力衝突により治安が悪化した結果、先進国資本の撤退があった

り、1998 年には総選挙に加えアジア経済危機も追い打ちして、カンボディア経済は復興どころ

ではなく停滞の一途をたどっている。しかし、フェーズ 2 の 5 年間で自立発展に向けた取り組

みを行うことはフェーズ 1 にも増して必要であり、財政負担が厳しいなかでも何とかカンボディ

ア側が自ら運営していけるよう予算措置を求めていくことが重要である。特にフェーズ 1 で配

慮した部分について、フェーズ 2 では相手側から支出していくよう機会をとらえて申し入れ、そ

れにあわせて日本側投入を検討していくこととなろう。

まず、国立母子保健センターそのものに対する予算措置については、来年度 50％増となる見

〈カンボディア国母子保健プロジェクト（フェーズ2）〉��

国立母子保健センター

カンボディア国

プロジェクトチーム

JICA

所長�
医事部（秘書・人事・総務・エ

ンジニアリング・研修
室）�

会計部（財務・会計）�
技術部（看護、臨床〈産婦人科・

臨床検査・新生児科・
手術室・薬剤等〉）�

研修部�

チーフアドバイザー�
調整員�
産婦人科専門家�
看護専門家�
臨床検査専門家�
機材維持管理専門家�
　　　　　　　　　　他�

保健省� 日本大使館�

JICA事務所

地方リフェラル病院� 国立病院（市病院等）�（母子保健分野）�
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込みである旨発言があり、総額 120 万リエル（約 4 万ドル）とのことであった。ただし、予算計

画と予算執行で乖離があることはフェーズ 1 で経験済みであり、適切な執行が望まれる。

以下、懸案となると思われる項目ごとに記述する。

（1）研修費

フェーズ 1 では、研修実施に必要な費用（研修生の日当・宿泊、教材費等）はカンボディ

ア側から支出することが困難なため、全額日本側からの支出として 5 年間活動を行ってき

た。現在の見込みでは、料金徴収制度（user fee system）の収入から研修費を捻出すること

が収支バランスからみて不可能な状況であることから、保健省側からの何らかの予算措置

が必要である（現状では予算措置がない）。今後必要となる地方医師・助産婦の研修費用は

総額約 400 万円程度であるが、自立発展を促す意味で中堅技術者養成対策事業費の説明を

行った。すなわち、当初は日本側が大部分の割合を支出しながらも、年々負担割合を減ら

していき、その分をカンボディア側が負担していくスキームである。カンボディア側は趣

旨について理解を示しつつ、自らの財政負担が厳しいことから世界銀行の借款からの支出

を示唆し、借款が認められれば可能であろう旨発言があった（"Priority Activity Project"

という名であるとの由）。また、借款が難しい場合には他ドナーの援助（贈与による）を示

唆したが、その際日本側の支出が少なくなり、その分他ドナーが口をはさむこととなり、日

本のプレゼンスが低くなるという点は支障ないか、先方から質問があった。とりあえずは

聞きおいたが、微妙な問題であり検討を要する。

（2）監督費用

国立母子保健センターの職員が、地方へ指導・監督のためにかかる経費（日当・宿泊等）

については、カンボディア側から支出することが困難であり、LLDC であるため、フェーズ

1 では全額日本側が支出していた。しかしフェーズ 2 では、原則としてカンボディア側から

支出すべき点を強調しつつ支援していくことが必要である。この点につき先方に説明した

ところ、中堅技術者養成対策事業費のように、最初は日本側が大部分を支出し、徐々にカ

ンボディア側の負担を増やしていくようなスキームがないか質問があった。聞きおくにと

どめたが、現行ではそのようなスキームはない。しかし、カンボディア側が自ら経費を負

担する姿勢をみせたことの意義は大きく、積極的に支援していけるよう、中堅技術者養成

対策事業費に近い形でコストシェアリングをしていくことを検討したい。

（3）国立母子保健センターの電気・ガス・水道費

本費用についてはカンボディア側が従来から支出している。しかし、保健本省から支払

いが滞り、料金徴収制度（user fee system）で一時的に仮払いすることがままあったことか
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ら、保健省に質したところ、同省から支出する旨の発言を得た。

（4）教材製作費

健康教育に必要なパンフレット等の印刷物製作費については、日本側の経費負担が可能

である旨伝えたが、終了時をにらんで何らかの予算措置を促す必要があると思われる。

（5）料金徴収制度（user fee system）の問題について

現在、国立母子保健センターで行っている料金徴収制度について保健省との関連がある

ものとして、料金免除となった患者分の診療費の補填を保健省に求めているが、一向に補

填されないという問題がある。この点について保健省に質したところ、財務省（Ministry of

Finance）に予算要求中であり、予算がつけば可能とのことであった。従来からこの姿勢は

変わっておらず、カンボディア政府の財政状況を考えると困難と思われることから、何ら

かの別の措置を検討する必要もあろう。

（6）薬剤／物品等消耗品の供給について

本件についてはフェーズ 1 から原則的にカンボディア側負担とし、供給が途絶えている

場合や緊急時にはわが方から支出していたが、先方から供給される薬剤／物品のタイミン

グおよび量が不適切なことがあり※2、これにつき質したところ、改善する旨の発言を得た。

（7）機材のスペアパーツについて

機材のスペアパーツの交換等は原則としてカンボディア側負担となっており、先方もそ

れを十分に理解してはいるが、本邦調達の機材のスペアパーツについて入手が著しく困難／

入手経路が不明との申し立てがあった。わが方としてもなるべく本邦企業へのコンタクト

先を知らせる、今後供与する機材は現地調達を念頭に置くといった措置が必要と思われる。

※2 カンボディアの保健省管轄機関に対する薬剤や物品供給は、一元的に保健省管轄下のCentral Medical Store（CMS）
が受け持っており、各機関からの請求に応じて CMS が直接配布することになっている。
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（3）中堅技術者養成対策事業費

人材育成を行うための研修費で、研修生の日当・宿泊費、講師の謝金、教材費等の支出を、

カンボディア側と日本側で負担しあうもの。初年度は日本側が大部分を負担するが、年々

日本側の負担を漸減させていき、その分をカンボディア側が負担して、最終的にはカンボ

ディア側が全額支出するよう支援する費目。年間 400 万円前後であり、年々減らしていく

とき、現任専門家の見積もりでは 50％までならカンボディア側が負担できそうであるが、そ

れ以上は困難との由。借款等による手当てでもカンボディア側が賄っていくことが必要と

考えられる。

（フェーズ 1 では研修を小規模ながら実施していたが、啓蒙普及活動費として日本側全額

負担で支出していた）

（4）啓蒙普及活動費

プロジェクトで得た成果を普及するのに必要な経費のうち、主に日本人専門家にかかる

経費。たとえば日当・宿泊費、印刷製本費、調査研究謝金費など。実際は、カウンターパー

トが監督・指導活動（supervision）に出向く際に同行して、フィールドで監督活動の助言

などを行う際に支出する。ただし、フェーズ 1 では LLDC のためカウンターパートの旅費

も支出していたので、それをフェーズ 2 でどこまで出すか検討が必要。年間 100 万円程度。
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1.3　ワークショップの参加者

本ワークショップの目的は、カンボディアの母子保健の現状について広く分析を行い、プロ

ジェクトの計画立案を行うことである。そのため、NMCHC の関係者のほか、地方の医師および

助産婦等を一同に集めて本ワークショップを開催した（合計 22 名が参加）。以下に参加者リスト

を示す。

カンボディア側参加者 ：

（NMCHC の運営委員会メンバー）

Dr. Koum Kanal Director of NMCHC

Dr. San Chan Soeung Vice Director ＆ Chief of Delivery

Dr. Tan Vuoch Chheng Vice Director ＆ Chief of OPD

Mr. Huot Khom Director of Administration

Mr. So Sokphy Vice Director of Accounting Bureau

Dr. Tiv Say Director of Technical Bureau

Dr. Prak Somaly Vice Director of Technical Bureau

Ms. Ching Chan Tach Director of Nursing Division

（その他関係者）

Mr. Chea Kimlong Ministry of Health

Dr. Chun Long National Program, NMCHC

Dr. Or Sivarin TOT, NMCHC

Ms. Chum Nay Im Chief of Pharmacy, NMCHC

Dr. Ouk Sakhan Chief of Maternity, Municipality Hospital

Ms. Kim Bopha Midwife, Municipality Hospital

Dr. Ouk Unbuny Doctor, Prey Veng Provincial Hospital

日本側参加者：

（母子保健プロジェクト専門家）

明石 秀親 チーフアドバイザー

鈴木 ケイ 調整員

藤田 則子 産婦人科医

清水 正一 機材維持管理

森兼 真理 母性看護

（その他）
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伊藤 賢一（協力計画） 国際協力事業団医療協力部医療協力第一課職員

中村 千亜紀（参加型計画） グローバルリンクマネージメント（株）研究員

（ワークショップ・モデレータ）

2. ワークショップの成果

PCM 手法の第一の特徴は、状況を視覚的に分析する参加型計画手法にある。本ワークショップ

参加者のほとんどは、何らかの形で PCM 手法またはその土台となるロジカル・フレームワークに

接した経験があったものの、こうした手法を初めて経験する参加者も含まれていた。そのため、

PCM 手法の特徴を参加者全員に理解してもらうことを目的に、分析作業に入る前に手法の概要に

ついて簡単な説明を行った。

PCM ワークショップにおける作業は以下の 6 段階を経て実施された。また、各ステップの初め

には、作業手順および各ステップ間の関連性に関する説明を行い、必要に応じてOHP や説明カー

ドを使用して具体例を示した。

1） 参加者分析

2） 問題分析

3） 目的分析

4） プロジェクトの選択

5） PDM 案の策定

6） TSI 案の策定

なお、ワークショップの議論は日本語およびクメール語で、また意見の視覚化は英語で行った。

この作業を助けるため、通訳およびアシスタントとしてプロジェクト側から 3 名のローカル・ス

タッフが出席した。

2.1 参加者分析

参加者分析は、プロジェクトの直接あるいは間接の影響を受けることが予想される個人やグ

ループの特徴や問題を分析し、プロジェクトの主たる直接受益者となるターゲット・グループ

を選定する過程である。PCM 手法では、プロジェクト目標はターゲット・グループへの直接的

な便益として表される。

2.1.1 「関係者」の列挙と類別

本ワークショップでは、まず母子保健プロジェクトに関係する個人、機関、グループなど
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のそれぞれの役割、関係性についての確認を行った。その結果、NMCHC は JICA および保健

省からの支援を受けながら、住民に対して医療サービスおよび啓蒙活動を実施していること、

他のリフェラル病院に対しては監督指導活動（スーパービジョン）および研修を実施している

こと、プノンペン大学医学部に対しては臨床研修の場を提供するとともに学生への教育を行っ

ていること、さらにその他の国立病院ならびにプノンペン市病院とは協力関係にあること等

が確認された。すなわち、参加者分析により、NMCHC は母子保健分野における国のトップリ

フェラル病院であるとともに、地域のリフェラル病院的役割も果たしていることがワーク

ショップの参加者間で明確化されたといえる（別添英文報告書の FIG.1 を参照）。

次に、それらの関係者（機関）をカードに書き出してもらい、それらをプロジェクトとのか

かわり方に応じて、「受益者」、「サービス提供者」、「その他の協力機関」、「潜在的反対者」の

4 つのカテゴリーに分類した。プロジェクトの「受益者」としては、住民（特に母子）、母子保

健にかかわる医療機関等が列挙された。「サービス提供者」としては、住民に対する医療サー

ビスを提供する機関としてNMCHC およびその他の医療機関があげられた。「その他の協力機

関」については、JICA、保健省ならびに民間セクターがあげられたが、そのうち、民間セク

ターは「潜在的反対者」としても位置づけられた。参加者の類別の結果は別添英文報告書の

FIG.2 のとおりである。なお、分析作業の結果、「受益者」のなかから「母子」をプロジェクト

のターゲット・グループとして設定することで参加者の合意が得られた。

2.2 問題分析

問題分析とは対象地域・分野に現存する問題を原因―結果の因果関係で整理し、視覚的に系

図を作成する作業である。問題分析は、通常、ターゲット・グループが抱える問題のなかから

分析の出発点となる「中心問題」を選ぶ作業から始める。

本ワークショップでは、中心問題を設定する際、本年 8 月に実施されたフェーズ 1 の終了時

評価調査の結果についてのレビューをまず行い、その分析結果から現在プロジェクトが抱えて

いる中心的な問題を明らかにする作業を行った。終了時評価報告書によれば、母子保健プロジェ

クトは当初の期待以上の成果をあげており、プロジェクト目標である「NMCHC の機能強化」の

達成度はおおむね高いと判断された。現行フェーズ1 プロジェクトにおける中心問題は「NMCHC

の機能が十分でない」ということであったが、それらについての取り組みはすでに実施中であ

る。そのため、次期フェーズ 2 プロジェクトにおいては中心問題をさらに広い観点から設定す

ることとなった。討議の結果、問題領域を広くカバーする問題として、「母子保健サービスの質

が十分でない」というカードを選択することで参加者の合意を得た。中心問題と直接原因、直接
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結果の関係は FIG.3 のとおりである。

中心問題である「母子保健サービスの質が十分でない」ことの直接原因としては、（a）

「NMCHC が十分機能していない」、（b）「オペレーショナル・ディストリクト（リフェラル病院

やヘルスセンター）の能力が十分でない」、（c）「NMCHC と他の国立病院やオペレーショナル・

ディストリクトとの連携が十分でない」の 3 枚のカードがあげられた。一方、中心問題の直接結

果としては、（d）「妊産婦死亡率が高い」のカードがあげられた。上記の因果関係を中心に据え、

さらに問題を分析した結果が別添英文報告書の FIG.4 である。

なお、中心問題である「母子保健サービスの質が十分でない」ことの直接原因としては、上記

にあげた 3 つの原因のほかにカンボディア国内におけるインフラの未整備などさまざまな要因

が考えられるが、インフラの未整備等の問題に関しては本プロジェクトでは解決することが困

難であるため、本ワークショップではそれらの問題に関する詳細な分析はあえて行わないこと

とした。

2.3 目的分析

目的分析とは、問題分析で明らかにされた問題群が解決された時の望ましい状態（目的）とそ

（d）

妊産婦死亡率が高い

母子保健サービスの質

が十分でない

（a）
NMCHCが十分機能して
いない

（b）
オペレーショナル・ディ
ストリクトの能力が十分
でない

（c）
NMCHCと他の国立病院、
オペレーショナル・ディ
ストリクトとの連携が十
分でない

FIG.3 問題系図の中心部
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れを達成するための手段の関係を視覚的に整理する作業である。目的分析の作業は、問題カー

ドを肯定的な表現に書き直し、問題系図に存在する「原因―結果」の関係を「手段―目的」の関

係に変化させることから開始する。

本ワークショップにおいては、中心問題である「母子保健サービスの質が十分でない」という

カードは、「母子保健サービスの質が改善される」という中心目的に書き換えられた。また、「手

段―目的」の関係が現実性に乏しい場合、あるいは将来の望ましい状態を示していない場合に

は、カードの表現を書き変えたり、カードを追加または削除するなどの作業が行われた。目的

系図の中心部分は FIG.5 に示すとおりである。

中心目的である「母子保健サービスの質が改善される」ために必要な直接手段としては、（a）

「NMCHC がさらに強化される」、（b）「オペレーショナル・ディストリクト（リフェラル病院や

ヘルスセンター）の能力が向上する」、（c）「NMCHC と他の国立病院やオペレーショナル・ディ

ストリクトとの連携が強化される」の 3 枚のカードが問題系図を参考にしてあげられた。一方、

中心目的の直接目的としては、（d）「妊産婦死亡率が低下する」のカードがあげられた。上記の

因果関係を中心に据え、さらに分析を続けた結果が別添英文報告書 FIG.6 の目的系図である。

（d）

妊産婦死亡率が低下する

母子保健サービスの質

が改善される

（a）
NMCHCがさらに強化さ
れる

（b）
オペレーショナル・ディ
ストリクトの能力が向上
する

（c）
NMCHCがと他の国立病
院、オペレーショナル・
ディストリクトとの連携
が強化される

FIG.5 目的系図の中心部
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2.4 プロジェクトの選択

参加型計画手法における 4 つの分析過程の最後がプロジェクトの選択である。この過程は、目

的系図で明らかにされた手段―目的群が形成するアプローチのなかから、ターゲット・グルー

プのニーズ、優先順位、予算、技術レベル、社会配慮などの基準に照らし合わせて各アプロー

チを比較検討し、プロジェクトとして実行可能なアプローチを選択する作業である。

本ワークショップでは、目的系図のコンポーネント（内容）を検討した結果、以下の 3 つのア

プローチが確認され、各アプローチの範囲が線で囲まれた（検討結果は、別添英文報告書 FIG.6

を参照）。

1. NMCHC の強化アプローチ

運営管理全般、人事管理、財務管理、薬剤物品管理、医療機材／施設管理、病院情報管

理、患者管理、患者サービス、新技術・システム導入、臨床研究、それぞれの向上をめざ

す。

2. オペレーショナル・ディストリクトの能力向上アプローチ

フィールド・スタッフ研修、医学生／看護学生教育、健康に関する啓蒙等により、オペ

レーショナル・ディストリクト（リフェラル病院やヘルスセンター）の能力の向上をめざす。

3. 他病院との連携強化アプローチ

監督・指導、コミュニケーションの改善により、NMCHC と他の国立病院やオペレーショ

ナル・ディストリクト（リフェラル病院やヘルスセンター）との連携強化をめざす。

なお、プロジェクトの実施主体がNMCHC であることから、NMCHC 以外の機関が主体となっ

ているものについては各アプローチの範囲には含めないこととした。しかし、上記 3 つのアプ

ローチのうち、特に研修、教育、啓蒙、監督・指導の実施については、保健省からの支援等が不

可欠であることが指摘されたため、それらについては投入を設定する際に再度検討することと

した。また、「他病院との連携強化アプローチ」のなかの「コミュニケーション改善」に関する

一部のコンポーネントについては、アプローチとして選択するためには他機関の意思を確認す

ることが必要であるとされたため、実線ではなく破線でアプローチの範囲が囲まれた。

次に、本プロジェクトを選択するうえで特に重要な項目として、「カンボディア国のニーズ」、

「日本側の援助政策の優先度」、「新技術開発の必要性」、「投入の実行可能性」、「達成可能性」の
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2.5.2 PDM の作成

本ワークショップでの現状分析を踏まえ、以下のようなプロジェクトの概要が提案された

（詳細は、別添英文報告書 Table 2 を参照）。

1）プロジェクトの目標、成果の設定（PDM のプロジェクトの要約）

上位目標： カンボディア国の母子保健状態が改善される

プロジェクト目標： カンボディア国の母子保健サービスの質が改善される

成果： ①NMCHC がさらに強化される

②オペレーショナル・ディストリクト（リフェラル病院やヘルス

センター）の能力が向上する

③NMCHC と他の国立病院やオペレーショナル・ディストリクト

（リフェラル病院やヘルスセンター）との連携が強化される

2）プロジェクト期間

2000 年 4 月 1 日から 5 年間

3）ターゲット・グループ

妊婦および授乳中の女性と子供

4）プロジェクトの実施機関

保健省およびNMCHC

5）活動、外部条件、指標、投入について

目的分析やプロジェクトの選択の結果、プロジェクトの成果を達成するための「活動」に

はさまざまなものがあげられたが、PDM のなかでは主な活動のみを書き出すこととした。

「外部条件」については、さまざまなものがあげられたが、PDM のなかでは、そのなか

から特にプロジェクトの成功のために重要なもののみを選び取り、書き出した。プロジェ

クト目標達成のための外部条件のひとつとして「教育や識字率が現在より悪化しないこと」

があげられたが、プロジェクト期間である 5 年間ではあまり変化がないと推測されたため、

外部条件からは削除した。なお、現段階において、プロジェクトの開始前に満たされるべ

き条件は特に見当たらないとして、「前提条件」は設定されなかった。

プロジェクトの「指標」について特記すべき事項は次の 2 点である。

① 上位目標の指標「妊産婦死亡率（MMR）」

妊産婦死亡率に関する情報は National Health Statistics Report において入手でき

る。しかし、カンボディアでは全国的な人口調査はいまだ実施されておらず、妊産婦死
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亡率もシスターフッド・メソッド（Sisterhood Method）で得られた数値であるため、あ

くまでも推定にすぎず信憑性は乏しい。しかしながら、上位目標の達成度を測るための

それらに代わるデータおよびデータ・ソースが見当たらないため、現段階ではMMR を

指標として設定するに至った。

② プロジェクト目標の指標

プロジェクト目標の指標として、「全国の出産時における医療従事者の介助率」およ

び「全国の妊産婦検診受診率」があげられたが、これらについてはデータ・ソースの入

手が困難であることが指摘された。

本ワークショップでは、カンボディア側および日本側参加者ともにプロジェクトの財政負

担者の代表が含まれていなかったため、「投入」の詳細な決定は実施協議調査団で行うことと

した。そのため、PDM においては、日本側の投入に関する提示案を書き出すこととした。な

お、カウンターパートからは、日本側およびカンボディア側投入について以下のような要請

がなされたが、日本側に対する要請については、専門性などの問題により応えることが難し

いものもあることを了承してもらった。また、カンボディア保健省に対する要請については、

実施体制等にかかる協議の席上、保健省の代表に提示し、協議を行った。

1）日本側投入（カウンターパートからの要請）

①専門家派遣計画

長期専門家：チーフアドバイザー、調整員、看護管理、助産婦、産婦人科、機材維持管

理、臨床検査、麻酔科、病院情報管理、ICU 看護／手術室看護、薬剤

短期専門家：産婦人科、新生児科、コンピュータ・ネットワーク、病院施設管理、放射

線科、放射線技師、病院財務

②研修員受入れ計画

病院会計、病院管理／財務、病院管理、医療機材維持管理、超音波診断、放射線科、

放射線技師、臨床検査技師、臨床検査技師（細胞学）、ICU 看護、手術室看護、外来看

護、産婦人科、麻酔科、QC

2）カンボディア側投入（カウンターパートからの要請）

①人員配置計画

機材維持管理のための人員配置が必要である。

②建物および施設供与計画

患者カルテ用倉庫、薬剤・物品倉庫、検査室
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③運営コスト負担計画

監督指導活動費、研修費、コンピュータ・プリンター・コピー機のための消耗品費、

燃料費、薬剤購入費、スペアパーツ費、診療費収入の配分に関する検討（運営費を削減

し、スタッフに対するインセンティブを拡大することが必要である）

2.6 暫定実施計画（TSI）

TSI は、プロジェクトの活動に対応する投入計画および実施スケジュールをプロジェクトの

開始時に暫定的に設定したものである。この計画は、プロジェクトの実施中においてもモニタ

リング・評価資料として活用されることとなる（詳細は、別添英文報告書 Table 3 を参照）。

なお、TSI については、日本側がカンボディア側に案を提示し、大きな支障となる部分のみを

確認するにとどめ、詳細の決定は実施協議調査団で行うこととした。

3. PCM ワークショップの評価

本 PCM ワークショップは参加者の積極的な参加により良好に終了し、協力内容の素案づくりと

フェーズ 2 協力にあたっての確認事項の調査という当初の目的は果たせられたと考えられる。な

お、本調査の結果は日本国内において検討され、修正のうえ、R/D 案として実施協議調査団がカ

ンボディア側に提示する予定である。

本ワークショップでは一連の作業を通じてプロジェクトの計画案である PDM を作成したが、

PDM を用いることにより、プロジェクトの運営・管理やモニタリング・評価をより的確に効率的

に実施することが可能となる。そのため、プロジェクト開始後も、計画段階で作成した PDM を活

用しながら、モニタリングによりプロジェクトの進捗状況や、プロジェクトを取り巻く環境の変

化を把握するなどの活動が継続されることを期待したい。
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